
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 土地利用計画 

● 計画の目的 

本計画は、当該市町村の長期的な視点に立った土地利用計画の策定を行うとともに、この

計画が次期総合計画及び国土利用計画の策定、ならびに今後の都市計画行政の指針としての

位置づけを担うものとする。 

● 計画の内容 

 １．計画の概要 

 ２．現況と課題 

 ３．広域的位置づけ 

 ４．土地利用計画の基本理念と将来像 

 ５．計画フレーム 

 ６．土地利用計画 

 ７．実現方策の検討 

● 備 考 

［調査体制］ 

  庁内に方針の検討及び決定を行う策定

委員会を設置し、策定委員会の方針に従っ

て作業を推進する委託コンサルタントに

よって調査を進める。 

計画・実施

１．計画の概要  

● 計画フロー 

● 計画対象地域 

計画対象地域は、市町村全域とする。

● 計画期間 

計画期間は、概ね１～２年間とする。 

（２年度にわたっての実施が望ましい。）

２．現況と課題  ３．当該市町村の広域的位置づけ  

５．計画フレーム  

６．土地利用計画  

７．実現方策の検討  

・計画策定の目的
・計画対象区域及び目標年次

・市町村の概況 ・土地利用 
・歴史的な変遷 ・土地利用規制 
・人口及び世帯 ・道路、交通体系 
・産業構造  ・都市機能の集積

・圏域計画の位置づけ 
・広域圏計画の位置づけ 
・市町村計画の位置づけ 
・土地利用構想の課題と発展方向

４．土地利用計画の基本理念と将来像  

・土地利用計画の基本理念
・将来像の検討

・人口フレーム
・産業フレーム 
・土地利用フレーム

・土地利用計画の基本方針
・土地利用計画の基本ゾーニング 
・土地利用計画 
・根幹的都市施設整備の基本方針 
・土地利用重点整備誘導地区

・ 推進のための今後の課題
・  実現方策の検討


